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平成２４年（行ウ）第１５号	 東海第二原子力発電所運転差止等請求事件	 

原告	 大石	 光伸	 他２６５名	 

被告	 国	 他１名	 

準	 備	 書	 面（２１）	 

〔被害論準備書面（８）子どもたちへの被害補論〕	 

	 

	 ２０１５（平成２７）年３月１２日	 

水戸地方裁判所	 民事第２部	 御中	 

	 	 	 	 

	 	 	 原告ら訴訟代理人弁護士	 	 河	 合	 	 弘	 之	 外	 

	 

１	 原告らは、準備書面（１９）（被害論準備書面（７））で子どもたち

への被害について主張した。	 

	 そこでも主張したものであるが、原告加藤は、本件事故直後、娘を連

れて長時間屋外で過ごしてしまい、被ばくさせた可能性があることにつ

いて深く後悔しているばかりか、その後も娘に自然と接し健やかに発達

する機会を提供することが困難となってしまったことを悔しく感じて

おり、詳細は別紙のとおりである。	 

２	 子どもの発達権の侵害は、障害を持つ子どもにとってはより過酷な形

で表れる。本件事故前に広野町で暮らしていたある避難者は、次のとお

り述べる。	 
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	 「あの時中学一年だった孫が高校二年になりました。孫は、ダウン症と

いう障害をもって生まれました。いつも笑顔で誰からも好かれる子供でし

たが原発事故で母校を追われ、自分の意思に関係なくあっちこっち連れ回

されプライバシーもなにもない避難所生活に、にこやかに暮らせるはずが

ありません。	 

	 学校も特別支援学級のあるところを探さなければなりませんでしたが、

避難所が町の指定場所でなかったからか町からの連絡が遅れ、どこも定員

がいっぱいだと断られました。やっと見つけた学校は、学区外で、保護者

が送迎するという条件で入れてもらいました。	 

	 広野からは孫一人だったため、右も左も知らない人ばかりで、日に日に

しゃべらない子供になって、笑顔も消えてしまいました。学校も休みがち

になり、なだめながら何度も教室へ送っていきました。そんなある日、私

が出かけて留守の時、台所の包丁で手首を傷つけ、布団の中へもぐってい

ました。ショックで、目の前が真っ暗になりました。	 

	 今も心が不安定で、心療内科に通院中です。」	 

	 このように、障害の有無という点を含め、個性豊かな子どもは、それぞ

れ多様な形で発達権を侵害される。子どもが受ける個々の被害や親の苦し

みは、救済されることなく放置されてしまう。	 

	 東海第二原発が再稼働し過酷事故が発生した場合に、原告らもこのよう

な被害を被ることは明らかである。	 

以	 上	 


